
池田町住宅等リフォーム促進奨励事業実施要綱  

  

（目的）  

第１条  この要綱は、町内にある住宅又は空き家（以下「住宅等」という。）を町内の

事業者によってリフォームした者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するこ

とにより、町民の住環境の向上と定住人口の確保及び地域経済の活性化を促進するこ

とを目的とする。  

（定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。  

（１）住宅  自らが所有する家屋で、自らが現に居住の用に供し、かつ、町内に存する

ものをいう。  

（２）空き家  次のいずれにも該当するものをいう。  

ア  一定の期間（６ヶ月以上）居住者のいない家屋  

イ  町内にある一戸建ての家屋で、過去に所有者自らが居住していた又は所有者の

２親等以内の親族（姻族を含む。）が居住していたもの（現に賃貸住宅として利

用している建物を除く。）  

（３）リフォーム  住宅等に、別表に掲げる工事を行うことをいう。  

（事業対象経費等）  

第３条  事業の対象となる経費（以下「事業対象経費」という。）は、５０万円以上（消

費税及び地方消費税を含む。）のリフォームに要する経費とする。  

２  前項の場合において、店舗又は事務所が併設された住宅等のリフォームについては、

住宅部分のリフォームに要する費用を事業対象経費とし、共用部分についてはそれら

の面積で案分し、事業対象経費を算出する。  

（交付対象者）  

第４条  奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者と

する。  

（１）町内に住所を有する事業者により住宅等のリフォームを行う者  

（２）リフォームを当該年度内に完了できる者  

（３）住宅等の所有者又は法定相続人である者  

（４）市区町村税及び町使用料等を滞納していない者  

（５）同一の住宅等のリフォームに関しては、過去にこの要綱による奨励金の交付を受

けた者又は当該住宅の共有名義人でない者。ただし、第７条第１項に規定する限度



額に満たない場合を除く。  

（６）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条

第 2号から第 5号に規定する暴力団の構成員でない者  

（７）破壊活動防止法（昭和 27年法律第 240号）第 4条に規定する暴力主義的破壊活動

を行なう団体等に所属していない者  

２  前項に定めるもののほか住宅のリフォームに関し、奨励金の交付を受けることがで

きる者は、町内に住所を有している者とする（交付申請書提出までに町内に住所を有

する予定の者を含む。）。  

（利用申込）  

第５条  住宅等のリフォームをしようとする者は、工事着手前に池田町住宅等リフォー

ム促進奨励事業利用申込書（別記様式第１号）を町長へ提出しなければならない。  

２  町長は、前項の申込書を受理したときは、内容を審査し適当と認めたときは、池田

町住宅等リフォーム促進奨励事業利用決定通知書（別記様式第２号）により必要に応

じ条件を付して申込者へ通知するものとする。  

３  申込者は、池田町住宅等リフォーム促進奨励事業利用決定通知書の受理後にリフォ

ームを実施するものとする。  

４  前項の規定にかかわらず、住宅等の工事着手後に追加工事等により、第３条第１項

に規定する事業対象経費を上回り、この要綱の奨励金を交付する住宅等のリフォーム

に該当することになった場合は、当該工事が完了するまでに、この要綱の奨励金の交

付を受けようとする者は、第１項の利用申込書を提出することができる。  

（交付条件）  

第６条  奨励金の交付条件は、国、道、町、その他団体からの補助金等の交付を受けな

い単独事業であるものとする。  

（奨励金の交付の額及び交付方法）  

第７条  奨励金の交付額は、事業対象経費の１０％以内の額（その額に１，０００円未

満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）とし、その額が２０万円を超えると

きは、２０万円を限度とする。ただし、平成２２年度以降にこの要綱の規定による奨

励金の交付を受けている者は、２０万円から過去に受けた奨励金を差し引いた額を上

限とする。  

２  池田町住宅取得応援奨励事業利用決定通知書の通知日から、３０日以内に池田町

住宅等リフォーム促進奨励事業利用申込書を提出する中古住宅取得のリフォームの場

合は５０万円を限度とする。  

３  奨励金は、池田町商工会が発行する商品券又は協同組合池田町ワインスタンプ会が



発行する商品券により交付する。ただし、町外に住所を有する者が当該奨励金を現金

により受け取ることを希望する場合は、同条第１項に掲げる額に 100 分の 80 を乗じ

た額を限度とし交付するものとする。  

４  奨励金が１００，０００円を超える場合は、どちらかを５０，０００円単位として、

両方の商品券を選択することができる。  

（交付申請）  

第８条  第５条第２項の規定により、奨励金の交付対象者として適当であると認められ

た者がリフォームを完了した場合は、そのリフォームの完了した日から１か月以内又

は同項の通知書を受領した日の属する年度の末日までのいずれか早い期日までに池田

町住宅等リフォーム促進奨励金交付申請書（別記様式第３号。以下「交付申請書」と

いう。）に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。  

（交付の決定等）  

第９条  町長は、交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたとき

は、申請者に池田町住宅等リフォーム促進奨励金交付決定通知書（別記様式第４号）

により通知し、奨励金を交付する。  

２  申請者は、前項による奨励金を受領したときは、池田町住宅等リフォーム促進奨励

金受領書（別記様式第５号）を町長に提出しなければならない。  

（調査の実施）   

第１０条  町長は、必要があると認めるときは、職員にその実情を調査させることがで

きる。その場合において申請者は、この調査に協力しなければならない。  

（奨励金の返還）  

第１１条  町長は、虚偽の申請により奨励金の交付を受けたことが明らかになったとき

は、既に交付した奨励金の一部又は全部について返還を命ずるものとする。  

（事業期間）  

第１２条  事業期間は、平成３１年４月１日から令和４年３月３１日までとする。  

（その他）  

第１３条  この要綱に定めるもののほか、奨励金の交付等に関し必要な事項は、池田町

補助金交付規則（平成２年池田町規則第３４号。）を準用するものとする。また、そ

の他必要な事項については、町長が別に定める。  

 

附  則  

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。  

附  則  



この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

  附  則  

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条関係）  

工事区分  内  容  備考  

増  築  

既存の住宅の床面積の合計が増加す る工事 。ただ

し、住宅が存する敷地内において、既存の住宅の別

棟が新たに建築されたものは除く。  

 

改  築  

住宅の一部を取り壊して改めて住宅 部分を 建築す

る工事。（新たに建築した部分の面積が取り壊した

部分の面積を超えない工事。）  

 

改装等  

内装の模様替え（壁紙、天井、床（畳、埋込式絨毯

を含む）の張替等）、間取りの変更、窓・扉等の取

替、開口部等の改善、給排水設備の改善、換気設備

の改善、台所設備の改修、便所設備の改修、浴室設

備の改修、冷暖房設備の改修、給湯設備の改修、照

明設備の改修、防火設備の改善、太陽光温水器の改

善、断熱、結露防止、防音、屋根葺替、屋根・外壁

等塗替、外壁材等の改善、構造補強、バリアフリー

化、省エネルギー改修、灯油タンクの内部洗浄、そ

の他町長が認めるもの  

住 宅 本 体 の 改 装

及 び 住 宅 に 固 着

す る 設 備 等 の 改

善。  

（参考）  

対象外  

外構工事、省エネルギー電球・蛍光灯の取替え、カ

ーテン交換、絨毯交換、壁紙・障子・ふすま紙・網

戸の小破補修、明らかに住宅に係るリフォームでな

いもの  

 

外構工事、住宅に

固 着 し な い 設 備

等 の 改 善 及 び 補

修。  

※用語の意味  

補修：性能を実用上支障の無い水準まで戻す行為（事業対象外）  

修繕：性能を初期のものに回復させる行為  

改修：性能を初期の水準以上のものに仕上げ、快適性や利便性の向上を図る行為  

改善：修繕又は改修のいずれかのこと  

 

 


